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平成２０年第２回大仙市議会臨時会会議録第１号

平成２０年５月１日（木曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成２０年５月１日（木曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （１日間）

第 ３ 議長報告 ・専決処分報告（法第１８０条関係）

・例月現金出納検査結果

第 ４ 報告第 ５号 専決処分報告について（平成１９年度大仙市特定環境保全公

共下水道事業特別会計への繰入額の変更）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ５ 報告第 ６号 専決処分報告について（平成１９年度大仙市一般会計補正予

算（第１４号））

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ６ 報告第 ７号 専決処分報告について（平成１９年度大仙市奨学資金特別会

計補正予算（第２号））

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ７ 報告第 ８号 専決処分報告について（平成１９年度大仙市公共下水道事業

特別会計補正予算（第６号））

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 報告第 ９号 専決処分報告について（平成１９年度大仙市特定環境保全公

共下水道事業特別会計補正予算（第５号））

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第１２１号 大仙市教育委員会委員定数条例の制定について

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第１０ 議案第１２２号 平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第２号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）
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第１１ 議案第１２３号 荒川財産区管理会財産区管理委員の選任について

（説明・質疑・討論・表決）

第１２ 議案第１２４号 峰吉川財産区管理会財産区管理委員の選任について

（説明・質疑・討論・表決）

第１３ 議案第１２５号 船岡財産区管理会財産区管理委員の選任について

（説明・質疑・討論・表決）

第１４ 議案第１２６号 淀川財産区管理会財産区管理委員の選任について

（説明・質疑・討論・表決）

出席議員（２８人）

１番 大 坂 義 德 ２番 佐 藤 文 子 ３番 小 山 誠 治

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 藤 井 春 雄 ６番 杉 沢 千恵子

７番 佐々木 昌 志 ８番 高 橋 敏 英 ９番

１０番 千 葉 健 １２番 金 谷 道 男 １３番 斉 藤 博 幸

１４番 佐々木 洋 一 １５番 大 野 忠 夫 １６番 武 田 隆

１７番 菊 地 幸 悦 １８番 佐 藤 芳 雄 １９番 橋 本 五 郎

２０番 大 山 利 吉 ２１番 門 脇 一 男 ２２番 本 間 輝 男

２３番 藤 田 君 雄 ２４番 高 橋 幸 晴 ２５番 橋 村 誠

２６番 佐 藤 孝 次 ２７番 鎌 田 正 ２８番 北 村 稔

２９番 竹 原 弘 治 ３０番 児 玉 裕 一

欠席議員（１人）

１１番 渡 邊 秀 俊

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 山王丸 愛 子 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 田 牧 貞 夫 総 務 部 長 老 松 博 行

企 画 部 長 小 松 辰 巳 市 民 生 活 部 長 元 吉 峯 夫

健 康 福 祉 部 長 岡 晴 隆 農 林 商 工 部 長 藤 原 薫
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建 設 部 長 中 嶋 喜代博 病 院 事 務 長 冨 岡 曉 雄

水 道 局 長 藤 田 良 雄 教 育 次 長 相 馬 義 雄

教 育 次 長 藤 原 保 子 総 務 課 長 進 藤 雅 彦

議会事務局職員出席者

局 長 田 口 誠 一 参 事 高 橋 薫

副 主 幹 伊 藤 雅 裕 副 主 幹 加 藤 博 勝

主 任 菅 原 直 久

午前１０時００分 開 会

○議長（大坂義德君） おはようございます。

これより平成２０年第２回大仙市議会臨時会を開会いたします。

市長から招集の挨拶があります。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 本日、平成２０年第２回大仙市議会臨時会を招集いたし

ましたところ、議員各位におかれましてはご参集をいただきましてありがとうございま

す。

今次臨時会でご審議をお願いいたします案件は、平成１９年度大仙市特定環境保全公

共下水道事業特別会計への繰入額の変更など専決処分報告５件のほか、大仙市教育委員

会委員定数条例案、平成２０年度大仙市一般会計補正予算案並びに協和地域の４財産区

管理委員の人事案件の合計１１件であります。

今次臨時会は、ライスセンター建設などに関わる国の事業採択に伴い、関係予算を早

急に補正する必要があること、また、５月１８日に任期満了を迎える財産区管理委員の

後任人事についてご審議いただく必要があることなどから招集させていただいたところ

であります。

各案件につきまして、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げまして、招集の

ご挨拶にかえさせていただきます。

午前１０時０２分 開 議

○議長（大坂義德君） これより本日の会議を開きます。

欠席の届け出は、１１番渡邊秀俊君であります。
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○議長（大坂義德君） 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（大坂義德君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において６番杉沢千恵子君、

７番佐々木昌志君、８番高橋敏英君を指名いたします。

○議長（大坂義德君） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） ご異議なしと認めます。よって会期は、本日１日と決定いたしま

した。

○議長（大坂義德君） 次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

議会の指定による専決処分報告８件が市長から、並びに例月現金出納検査結果が市代

表監査委員から、それぞれ提出されましたので、これを別添お手元に配付のとおり報告

いたします。

○議長（大坂義德君） 次に、日程第４、報告第５号から日程第１０、議案第１２２号ま

での７件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君）【登壇】 それでは、ご説明申し上げます。

はじめに、議案書の１ページと２ページをご覧いただきたいと思います。

報告第５号、専決処分報告の平成１９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会

計への繰入額の変更につきまして、ご説明申し上げます。

本件は、市債の確定に伴い、平成１９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会

計に平成１９年度大仙市一般会計から繰り入れる額を２億６，１８７万４千円以内から

２億６，４２７万４千円以内に変更することについて、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、平成２０年３月３１日付で専決処分したものであり、同条第３項の規定に
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より議会に報告し、ご承認をお願いするものであります。

次に、平成１９年度の補正予算書の方をご覧いただきたいと思います。「３月補正

（専決）」と書いております補正予算書をご覧いただきたいと思います。

はじめに１ページになります。

報告第６号、専決処分報告の平成１９年度大仙市一般会計補正予算（第１４号）につ

きまして、ご説明申し上げます。

今回の補正予算は、市債の確定に伴う財源振替等の補正及び公共下水道事業特別会計

繰出金、特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金等について補正を行ったものであ

り、歳入歳出予算の総額から、それぞれ１，０９９万円を減額し、補正後の予算総額を

４６４億１，８６９万４千円としたものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２０年３月３１日付で専決処分を

行ったものであり、同条第３項の規定により議会に報告し、ご承認をお願いするもので

あります。

それでは、補正予算の概要につきまして、事項別明細書により歳入から順にご説明申

し上げます。

７ページをご覧いただきたいと思います。

２款地方譲与税は、自動車重量譲与税及び地方道路譲与税の確定に伴い、２，００６

万７千円の補正であります。

４款配当割交付金は、交付額の確定により８２７万２千円の補正であります。

５款株式等譲渡所得割交付金は、交付額の確定に伴い３９８万７千円の減額補正であ

ります。

６款地方消費税交付金は、交付額の確定により１，５３７万９千円の減額補正であり

ます。

８ページをご覧いただきたいと思います。

８款自動車取得税交付金は、交付額の確定により４，４６７万５千円の減額補正であ

ります。

１０款地方交付税は、普通交付税として４，９３２万円の補正であります。

１３款使用料及び手数料は、一般廃棄物処理手数料として６，９３８万円の減額補正

であります。

１４款国庫支出金は１８０万円の減額補正であります。公共土木施設災害復旧費負担
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金は７１９万５千円の減額補正、公園施設災害復旧事業費補助金は５３９万５千円の補

正であります。

１５款県支出金は、灯油購入費緊急助成事業費補助金といたしまして７９７万２千円

の補正であります。

１７款寄附金は、教育費寄附金として１０万円の補正であります。

２１款市債は、次のページにわたりますけれども、村づくり交付金事業債、道路整備

事業債など５事業債の確定に伴い３，８５０万円の補正であります。

次に、歳出についてご説明申し上げます。

１１ページになります。

２款総務費は、市債の確定に伴う財源振替であります。

次に、１２ページになります。

３款民生費は、灯油購入助成事業費として６７６万円の減額補正であります。

４款衛生費は、使用料の減額に伴う財源振替及び廃棄物減量化対策費として４３３万

円の減額補正であります。

１４ページになります。

６款農林水産業費は、市債の確定に伴う財源振替であります。

８款土木費は、市債の確定に伴う財源振替及び公共下水道事業特別会計繰出金として

２４０万円の減額補正、特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金として２４０万円

の補正であります。

１６ページになります。

１０款教育費は、市債の確定に伴う財源振替及び教育文化基金積立金として１０万円

の補正であります。

１１款災害復旧費は、国庫支出金及び市債の確定に伴う財源振替であります。

以上が一般会計の補正の内容であります。

次に、１９ページになります。

報告第７号、専決処分報告の平成１９年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第２

号）につきましては、寄附金の採納に伴う補正を行ったものであり、歳入歳出予算の総

額に、それぞれ５万円を追加し、補正後の予算総額を３，６０８万８千円としたもので

あります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２０年３月３１日付で専決処分を
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行ったものであり、同条第３項の規定により議会に報告し、ご承認をお願いするもので

あります。

２４ページ、補正予算の概要でございます。

歳入２款寄附金は５万円の補正であります。

歳出１款奨学資金事業費は、奨学基金積立金として５万円の補正であります。

次に、２７ページをご覧いただきたいと思います。

報告第８号、専決処分報告の平成１９年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算

（第６号）につきましては、市債額の確定による補正であります。一般会計繰入金と下

水道事業債におきまして歳入の組替補正を行ったものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２０年３月３１日付で専決処分を

行ったものであり、同条第３項の規定により議会に報告し、ご承認をお願いするもので

あります。

補正予算の概要につきましては、３１ページになります。

歳入の組替補正ということでありますが、歳入４款繰入金は一般会計繰入金として

２４０万円の減額補正、歳入７款市債は、下水道事業債特別措置分として２４０万円の

補正であります。

次に、３３ページをご覧いただきたいと思います。

報告第９号、専決処分報告の平成１９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会

計補正予算（第５号）につきましては、市債額の確定による補正でありまして、一般会

計繰入金と下水道事業債におきまして歳入の組替補正を行ったものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２０年３月３１日付で専決処分を

行ったものであり、同条第３項の規定により議会に報告し、ご承認をお願いするもので

あります。

補正予算の概要につきましては、３７ページをご覧いただきたいと思います。

歳入の組替補正という内容でありますが、歳入４款繰入金は一般会計繰入金として

２４０万円の補正、歳入７款市債は、下水道事業債特別措置分として２４０万円の減額

補正であります。

次に、議案書の方に戻っていただきまして、議案書の綴りの方の７ページ・８ページ

になります。

議案第１２１号、大仙市教育委員会委員定数条例の制定について、ご説明申し上げま
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す。

本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員会委

員の増員が可能になったこと、また、委員の任命に当たっては保護者である者が含まれ

るようにしなければならないこととされたことを受け、多様な地域住民の意向を教育行

政に一層反映させるため、当市教育委員会の委員に保護者枠を新たに設けることとし、

定数を現行の５人から６人に増員するものであり、公布の日から施行することとしてお

ります。

次に、平成２０年度の補正予算書をご覧いただきたいと思います。「５月補正」とい

うふうに書いております。

１ページをご覧いただきたいと思います。

議案第１２２号、平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第２号）につきまして、ご

説明申し上げます。

今回の補正予算は、旧中仙保育所解体に係る工事費等の補正及び国庫補助事業費の採

択に伴う農事組合法人等が事業主体として実施する施設整備費に対する補助金並びに農

地の被災に要する復旧費補助金などについて補正を行うものであり、歳入歳出予算の総

額に、それぞれ１億２，７０７万５千円を追加し、補正後の予算総額を４１４億

３，２６２万８千円とするものであります。

補正予算の概要につきましては、事項別明細書により、歳入から順にご説明申し上げ

ます。

７ページになります。

１０款地方交付税は、普通交付税として１，３０４万９千円の補正であります。

１４款国庫支出金は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金として９，７６２万６

千円の補正であります。

２１款市債は、農業施設整備事業債として１，６４０万円の補正であります。

次の８ページになります。

歳出について、ご説明申し上げます。

２款総務費は、旧中仙保育所解体工事に係る経費など財産管理費として１，１７０万

１千円の補正であります。

４款衛生費は、墓地公園整備事業費に係る工事請負費から委託料への組替補正であり

ます。
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次のページ、１０ページになります。

６款農林水産業費は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業費として、農事組

合法人等が事業主体となり実施する施設整備費に対する補助金として１億１，４１２万

２千円の補正であります。

１１款災害復旧費は、大曲地域ほか３地域において融雪で被災した農地等に対する農

地災害復旧費補助金として１２５万２千円の補正であります。

以上、議案等につきまして一括してご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（大坂義德君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

報告第７号及び議案第１２１号の２件は教育民生常任委員会に、報告第５号、報告第

８号及び報告第９号の３件は建設水道常任委員会に、報告第６号及び議案第１２２号は、

それぞれ所管する各常任委員会に付託いたします。

○議長（大坂義德君） この際、常任委員会審査のため、暫時休憩いたします。

午前１０時１７分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時２３分 再 開

○議長（大坂義德君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（大坂義德君） 日程第６、報告第７号及び日程第９、議案第１２１号の２件を一

括して再び議題といたします。

本２件に関し、委員長の報告を求めます。教育民生常任副委員長１７番菊地幸悦君。

○教育民生常任副委員長（菊地幸悦君）【登壇】 休憩前の本会議において、当委員会に

審査付託となりました事件につき、委員会を開催し、慎重審査いたしましたので、その

経過及び結果についてご報告いたします。

報告第７号「専決処分報告について（平成１９年度大仙市奨学資金特別会計補正予算

（第２号））」につきましては、当局からの補正内容の説明を了とし、採決の結果、出

席委員の一致をもって、本件は承認すべきものと決した次第であります。
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次に、議案第１２１号「大仙市教育委員会委員定数条例の制定について」につきまし

ては、当局からの条例内容の説明を了とし、採決の結果、出席委員の一致をもって、本

案は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 討論なしと認めます。

これより、ただいま議題となっております議案中、報告第７号を採決いたします。本

件に対する委員長報告は承認であります。本件は、委員長報告のとおり決することにご

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） ご異議なしと認めます。よって本件は、承認することに決しまし

た。

次に、ただいま議題となっております案件中、議案第１２１号を採決いたします。本

件に対する委員長報告は原案可決であります。本件は、委員長報告のとおり決すること

にご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されま

した。

○議長（大坂義德君） 次に、日程第４、報告第５号、日程第７、報告第８号及び日程第

８、報告第９号の３件を一括して再び議題といたします。

本３件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長１５番大野忠夫君。

○建設水道常任委員長（大野忠夫君）【登壇】 ご報告いたします。

休憩前の本会議において、当委員会に審査付託となりました事件につき、委員会を開

催し、所管関係部長等の出席を求めて慎重審査いたしましたので、その経過及び結果に
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ついてご報告いたします。

報告第５号「専決処分報告について（平成１９年度大仙市特定環境保全公共下水道事

業特別会計への繰入額の変更）」、報告第８号「専決処分報告について（平成１９年度

大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第６号））」及び報告第９号「専決処分報告

について（平成１９年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第５

号））」の３件につきましては、当局からの内容説明に対し、格別なる質疑・討論もな

く、採決の結果、出席委員の一致をもって、本３件は承認すべきものと決した次第であ

ります。

報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 討論なしと認めます。

これより、報告第５号、報告第８号及び報告第９号の３件を一括して採決いたします。

本３件に対する委員長報告は承認であります。本３件は、委員長報告のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） ご異議なしと認めます。よって本３件は、承認することに決しま

した。

○議長（大坂義德君） 次に、日程第５、報告第６号を再び議題といたします。

本件に関し、各委員長の報告を求めます。

はじめに総務常任委員長２９番竹原弘治君。

○総務常任委員長（竹原弘治君）【登壇】 ご報告いたします。

総務常任委員会に審査付託となりました事件につきまして、本会議休憩中に慎重審査

いたしましたので、その経過及び結果について、ご報告いたします。

報告第６号「専決処分報告について」は、平成１９年度大仙市一般会計補正予算（第
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１４号）であります。

当委員会の所管する事項については、市債の最終確定や事業費の確定及び特別会計へ

の繰出金の確定による歳入補正についてであります。

当局からの内容説明に対し、格別なる質疑・討論はなく、採決の結果、出席委員の一

致をもって、本件は承認すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

次に、企業産業常任委員長３０番児玉裕一君。

○企業産業常任委員長（児玉裕一君）【登壇】 ご報告いたします。

休憩前の本会議において、当委員会に審査付託となりました事件につき、委員会を開

催し審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

報告第６号「専決処分報告について（平成１９年度大仙市一般会計補正予算（第１４

号））」のうち、当委員会の所管につきまして、当局の説明に対し、質疑において「テ

レビ難視聴地域解消施設整備事業費の地方債において、事業費の中で起債対象にならな

い部分があるのか」との質問があり、「事業費の負担割合があり、起債そのものが対象

とならない部分がある」との答弁がありました。

討論はなく、採決の結果、本件は出席委員の一致をもって、承認すべきものと決しま

した。

報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

次に、教育民生常任副委員長１７番菊地幸悦君。

○教育民生常任副委員長（菊地幸悦君）【登壇】 ご報告いたします。

報告第６号「専決処分報告について（平成１９年度大仙市一般会計補正予算（第１４

号））」のうち、当委員会に審査付託となりました所管する予算につきましては、当局
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からの補正内容の説明に対し、質疑において「清掃総務費で６，９３８万円の歳入減と

なっているが、見込みと違った理由について」の質問があり、当局からは「１９年９月

補正では、実施年ということで一時的な需要の増加を見込んで、市内６４１店舗での販

売を予定していたが、新しい取り決めであることや６月末までの暫定期間があることな

どから、小売店での販売方法が市の見込みと異なり、ごみ袋の証紙手数料収入の減と

なったものである」との答弁がありました。

これに対し、委員からは「額も大きいため、今後、見込みを立てる場合は慎重に行っ

ていただきたい」との意見が出されました。

その他、二、三の質疑等がありましたが、いずれも当局説明を了とし、採決の結果、

出席委員の一致をもって、本案は承認すべきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

次に、建設水道常任委員長１５番大野忠夫君。はい、１５番。

○建設水道常任委員長（大野忠夫君）【登壇】 ご報告いたします。

報告第６号「専決処分報告について（平成１９年度大仙市一般会計補正予算（第１４

号））」のうち、当委員会に審査付託となりました所管する歳出予算につきましては、

当局からの内容説明後、質疑において「災害復旧費の都市計画災害復旧費において

１８０万円の財源振替において国庫支出金が地方債に振り替えしたようであるが、地方

債になった理由は何か」との質問があり、当局からは「当初、都市計画区域内の公園と

いう考えのもと、公共土木災害復旧事業費の負担金を予定していたが、県との協議結果

で地方債に財源振替したものであり、補助金としての性格を持っているものである」と

の答弁がありました。

その他に質疑はなく、採決の結果、出席委員の一致をもって、本件は承認すべきもの

と決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 討論なしと認めます。

これより報告第６号を採決いたします。本件に対する各委員長報告は承認であります。

本件は、各委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） ご異議なしと認めます。よって本件は、承認することに決しまし

た。

○議長（大坂義德君） 次に日程第１０、議案第１２２号を再び議題といたします。

本件に関し、各委員長の報告を求めます。

はじめに、総務常任委員長２９番竹原弘治君。

○総務常任委員長（竹原弘治君）【登壇】 ご報告いたします。

議案第１２２号「平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第２号）」について、当委

員会の所管する事項は、歳入については農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業の

採択に伴う国庫補助金や市債などの補正であり、歳出については、旧中仙保育所の本体

や付属施設等の解体工事費及び同跡地へ、簡易水道の施設に接続するための整備経費に

かかわる補正であります。

当局からの内容説明に対し、旧中仙保育所跡地の民間への公売についての質問があり、

当局からは「公売については現状で４月１６日に公募したが、申込者がなかった。今後

の時期については、建物等を解体後の秋口を予定している」との答弁がありました。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもって、本件は原案のとおり可決すべき

ものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。
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次に、企業産業常任委員長３０番児玉裕一君。

○企業産業常任委員長（児玉裕一君）【登壇】 ご報告いたします。

議案第１２２号「平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第２号）」のうち、当委員

会の所管につきまして、当局の説明に対し、格別なる質疑・討論もなく、採決の結果、

本案は出席委員の一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。

報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

次に、教育民生常任副委員長１７番菊地幸悦君。

○教育民生常任副委員長（菊地幸悦君）【登壇】 ご報告いたします。

議案第１２２号「平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第２号）」のうち、当委員

会に審査付託となりました墓地公園整備事業に関する予算につきましては、当局からの

内容説明を了とし、採決の結果、出席委員の一致をもって、本案は原案のとおり可決す

べきものと決した次第であります。

以上で報告を終わります。

○議長（大坂義德君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 討論なしと認めます。

これより議案第１２２号を原案について採決いたします。本件に対する各委員長報告

は原案可決であります。本件は、各委員長報告のとおり決することにご異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されま

した。
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○議長（大坂義德君） 次に、日程第１１、議案第１２３号から日程第１４、議案第

１２６号までの４件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 議案第１２３号から議案第１２６号までの財産区管理委

員の選任について、一括してご説明申し上げます。

本４件は、協和地域の荒川、峰吉川、船岡及び淀川財産区の各財産区管理委員の任期

が来る５月１８日をもって満了することから、その後任として議案記載のとおり選任い

たしたく、協和町荒川、峰吉川、船岡、淀川財産区管理会条例第３条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申

し上げます。

○議長（大坂義德君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第１２３号から議案第１２６号までの４件については、会議

規則第３７条第２項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） ご異議なしと認めます。よって本４件については、委員会の付託

を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） 討論なしと認めます。

これより議案第１２３号から議案第１２６号までの４件を一括して採決いたします。

本４件は、同意と決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（大坂義德君） ご異議なしと認めます。よって本４件は、同意することに決しま

した。
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○議長（大坂義德君） 以上で本臨時会の日程は全部終了いたしました。

これにて平成２０年第２回大仙市議会臨時会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

午前１１時４４分 閉 会
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